
№ 意見の概要 意見に対する市の考え方

1

昨年は、食品表示の件で不祥事事件がありました。改ざんや表示
のすり替え等の事例があったが、川越市として、もう尐し厳しく監視
をしてもらい、表示に間違いがあれば、指導・助言などを行うべきで
ありますが、川越市としてはどのように行っていくのでしょうか？

１５ページの「２重点監視事項（４）適正な食品表示への対策」に
記載しておりますが、食品等事業者に対し、食品衛生法に基づ
いた適正な食品表示を行うよう監視指導してまいります。また、他
の法令が定める表示規制については関係機関に情報提供を行
い、適正表示に努めます。

2

意見募集の開始を早めてください。平成２６年度計画案は３月初め
まで意見募集が行われます。新年度に向けての準備期間として、
短いのではと心配しております。食品の安全確保は川越市にとって
重要な施策の一つです。予算的措置を含む充実した施策の検討
計画、十分な意見募集の期間と透明性の高いプロセスを確保する
上から、素案の公表を１２月上旬までに行い、市民の意見募集を行
うようお願いいたします。

日々変化する食品をめぐる状況を、極力監視指導計画に反映さ
せるため、この時期としております。

3 全体

平成２４年度の監視指導計画の実施結果を見ますと、川越市内の
対象施設は６，６５１件あり、監視施設は５，７６４件だったということ
ですが、監視指導を行わなかったところは、どのようにして監視指導
をしていく予定なのでしょうか。計画を教えて下さい。他県で、多数
の食中毒患者を出した施設では、衛生管理が行き届いていなかっ
たと報道されていました。川越市では、このようなことがないよう監視
指導を行ってください。

１７ページの「３施設への立ち入り検査（２）重点監視業種及び監
視階数」に記載しておりますが、本市では重要度の高い業種（施
設）をA～Fの６ランクに分類し監視を実施しております。監視指
導を実施しなかった施設に対しては、次年度以降に監視を実施
する等し、対応しております。

4 ３　消費者庁との連携

食材虚偽表示問題を受け、国の政策にも動きがあるようです。川越
市でもますますの関係部局との連携を市民は期待しています。ま
た、関係部局職員は、日々学習を行い、的確で迅速な対応ができ
るようにしてください。

食材虚偽表示等、他の法令が定める表示規制については関係
機関に情報提供を行い、適正表示に努めます。

5 １　共通監視事項

食品の偽装表示問題は、昨年大問題になりました。この計画案に
は共通監視事項として、「食品等の適正表示」があげられていま
す。ぜひＤＮＡ鑑定調査を行い、産地や畜種などの情報が適正に
表示されているかどうか積極的に検査してください。

食品等事業者に対し、食品衛生法に基づく適正な食品表示を
行うよう監視指導してまいります。また、食品の偽装表示等、他の
法令が定める表示規制については関係機関に情報提供を行
い、適正表示に努めます。

6
２　重点的監視事項（２）一
斉監視指導の実施

観光地、イベントの開催場所等における飲食店や土産物店を対象
に、衛生指導の実施が述べられています。ぜひ、そこで働くすべて
の人に食中毒防止の重要性を指導してください。また、消費者にも
屋外などで十分に手洗いができない場合の行動や、飲食の前の手
洗い等の必要性を伝えてください。

観光地、イベント開催会場については、一斉監視指導を実施し
ており、その際に従事者に対して食中毒防止を含めた衛生指導
を行っております。また、市民に対しては、夏期に実施する食中
毒予防キャンペーン、川越市健康まつり等で、感染症予防の面
も含め、手洗いの重要性等の普及啓発を行ってまいります。

第４　監視指導計画

項目

平成2６年度川越市食品衛生監視指導計画（案）に対するご意見と本市の考え方について

　平成2６年度川越市食品衛生監視指導計画（案）につきまして、平成2６年２月１日から３月２日までの間ご意見を募集したところ、2名（1個人、1団体）の方からご意見をいた
だきました。貴重なご意見ありがとうございました。提出されたご意見及びそれに対する本市の考え方をとりまとめましたので、お知らせします。

第３　監視指導の実施体制
等に関する事項

全体



7

最近、ノロウイルスによる集団食中毒が何件もおきています。調理
従事者の健康管理等は当然ですが、施設の衛生管理の徹底等、
一年を通して監視指導を行ってください。また、ノロウイルスは非常
に感染力が高いため、二次感染にも注意が必要です。その際いろ
いろな経路が考えられるので、不特定多数の人が利用する場所
や、食事をすることができる施設を持ったあらゆる所の手洗い場に、
液体せっけんを常備することの協力を呼び掛けてください。

ご指摘のとおり、近年、ノロウイルスを起因とする食中毒、感染症
が多発しております。近年の傾向としては、食品取扱者を介した
ノロウイルスによる食中毒事例が増加しています。ノロウイルスに
限らず、その他の食中毒の予防のため、食品等事業者に対して
は、あらゆる機会を利用し、手洗い、食品取扱者の健康管理及
びその家族の健康状態の把握、十分な加熱、施設の衛生管理
等について指導を行います。また、市民に対しては、ホームペー
ジや食品衛生出前講座等を利用し、手洗いの重要性等の普及
啓発を図ってまいります。

8

川越市では、規格基準が設けられていない牛以外の獣畜の生食に
ついても予防対策を講じていることは評価するところです。しかし、
ホームページやグルメ紹介雑誌には新鮮だとうたい、鶏たたき等を
扱っていることをセールスポイントにしている店が見受けられ、一方
通行のように感じます。消費者にとって、ホームページや雑誌の情
報を活用する機会はたいへん多く、また、店が堂々とPRしていれば
安心して食べてしまいます。このような事実を踏まえ、さらに厳しい
監視指導を行ってください。さらに、その施設で働くすべての人へ
正しい知識の指導を引き続き行ってください。

規格基準が設けられていない鶏及び豚等、牛以外の獣畜の生
食については、腸管出血性大腸菌O１５７やカンピロバクター、E
型肝炎ウイルスによる食中毒のリスクが高いことから、引き続きこ
れらの提供施設の把握に努めるとともに、提供を控えるよう指導
を行ってまいります。また、施設の従事者に対しては、食品衛生
責任者実務講習会や食品衛生出前講座を利用し、指導を行っ
てまいります。

9
２　重点的監視事項（４）適
正な食品表示への対策

アレルギー物質表示の周知徹底を図ること、混入防止についての
監視指導を期待しております。さらに、小規模な製造者や販売者
も、従来通りの確認や指導に加え、アレルギーの基本的なことにつ
いても学習してもらい、表示の重要性を再確認できるよう指導してく
ださい。消費者にとって危害防止の観点だけでなく、精神的なフォ
ローにもつながるのではと考えられます。

アレルギー表示につきましては、食中毒予防衛生講習会や、食
品衛生責任者に対する実務講習会等を利用することにより、食
品等事業者が、アレルギー表示に対し、基本的なものから新し
い知見まで習得できるよう努めるとともに、施設の規模の大小に
かかわらず、引き続き監視指導を行ってまいります。

10
第６　食中毒等健康危害
発生時の対応

冷凍食品への農薬混入事件を受け、食品テロ、フードディフェンス
の仕組みの確立が急務だと思われます。危害防止対策や監視指
導の計画を早急に立ててください。もし、健康被害を訴える人や疑
わしい食品が見つかった場合は食品テロを疑い、速やかに検査を
行ってください。そして、結果や対策を広く市民に広報してくださ
い。また、現在の食品の流通状況を考えると、狭い範囲内だけでの
対策では不十分です。県内、隣接県と広範囲において情報の一元
化を行い、広報できるようなシステムを構築してください。

事件性が疑われる場合は、警察と連携を図ってまいります。ま
た、他自治体との情報交換等も行い、連携して対応してまいりま
す。上記内容につきましては、次のとおり文言の追加を行いま
す。

【原案】
１　食中毒等健康被害発生時の原因究明
本市保健所は、医師や患者等からの通報に基づき、患者の症
状や喫食状況の調査を適切に行うとともに、食品、検便等の検
査結果をもとに、関係部局と緊密な連携を図り、迅速な原因究明
を行います。
【変更後】
１　食中毒等健康被害発生時の原因究明
本市保健所は、医師や患者等からの通報に基づき、患者の症
状や喫食状況の調査を適切に行うとともに、食品、検便等の検
査結果をもとに、関係部局と緊密な連携を図り、迅速な原因究明
を行います。
なお、事件性が疑われる場合は、警察と連携を図ってまいりま
す。

11
第７　食品等事業者の自主
的衛生管理

３　製造者及び加工者に対
するHACCP導入の推進

中小規模施設でのHACCPの推進は、行政の指導や助言なしには
進みません。中小規模の多い川越市での衛生管理向上のために
も、積極的な指導をお願いします。

施設の規模にかかわらず、HACCPの概念を取り入れた自主管
理体制を推進することは衛生の向上の観点から有効と考えてお
ります。監視指導の際には、それぞれの施設に応じた助言をし
てまいりたいと考えております。

第４　監視指導計画

２　重点的監視事項（３）食
中毒病因物質別対策


